
（掲示）

Ⅹ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

第９章 通信 第９章 通信

第１節 （略） 第１節 （略）

第４２条～第４４条 （略） 第４２条～第４４条 （略）

第２節 通信利用の制限 第２節 通信利用の制限

（通信利用の制限） （通信利用の制限）

第４５条 Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス並びに回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ 第４５条 Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス並びに回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ

（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとしま （卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとしま

す。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することがで す。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することがで

きないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常 きないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常

事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交 事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交

通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容 通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容

とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的 とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的

に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に

提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに 提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに

限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者 限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者

回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。 回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 当社は、前５項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくは ６ 当社は、前５項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為又はその

その他法令に違反する行為により取得された又は当社のケータイ補償お届けサ 他法令に違反する行為により取得されたと当社が判断して取扱所交換設備に登

ービスご利用規約、ケータイ補償サービスご利用規約又はケータイ補償サービ 録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が

スｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄご利用規約（以下この条において「ケータイ補償お届けサ 接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。

ービスご利用規約等」といいます。）に規定する旧電話機（その端末設備の購入

日から起算して当社が定める期間内に、ケータイ補償お届けサービスご利用規

約等の規定に基づき補償対象となったものに限ります。）であると当社が判断し

て取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたとき

は、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措

置をとることがあります。

７～１０ （略） ７～１０ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第４６条～第４６条の２ （略） 第４６条～第４６条の２ （略）

第３節～第４節 （略） 第３節～第４節 （略）

第１０章～第１４章 （略） 第１０章～第１４章 （略）
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料金表 料金表

通則 通則

１～２５ （略） １～２５ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー

ビスの料金を除きます。） ビスの料金を除きます。）

第１ 基本使用料 第１ 基本使用料

１ 適用 １ 適用

基 本 使 用 料 の 適 用 基 本 使 用 料 の 適 用

（１） Ｘｉの基本使 ア～セ （略） （１） Ｘｉの基本使 ア～セ （略）

用料の適用 用料の適用 ソ ＦＯＭＡに係る第１種契約（データ専用プランに限ります。）の解

除と同時に新たにＸｉ契約（データ専用プランに限ります。）を締結

（その契約者との最初の締結であると当社が認める場合に限りま

す。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、ＦＯＭ

Ａに係る第１種契約に係る基本料の支払いを要しません。

（１） の２～（４） の （略） （１） の２～（４） の （略）

２（略） ２（略）

２ （略） ２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

２ 料金額 ２ 料金額

２－１～２－３ （略） ２－１～２－３ （略）

２－４ ショートメッセージ通信モードに係るもの ２－４ ショートメッセージ通信モードに係るもの

２－４－１ ２－４－２以外のもの ２－４－１ ２－４－２以外のもの

送信１回ごとに 送信１回ごとに

料 金 額 料 金 額

料 金 種 別 料 金 種 別

次の税抜額（かっこ内は税込額） 次の税抜額（かっこ内は税込額）

１～ ７０文字 ３円（ ３．２４円） Ｘ ｉ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 通 信 料 ３円（ ３．２４円）

Ｘ （半角英数字のみの場合１～ １６０文字）

ｉ

シ ７１～ １３４文字 ６円（ ６．４８円）

ョ （半角英数字のみの場合 １６１～ ３０６文字）

︲
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ト １３５～ ２０１文字 ９円（ ９．７２円）

メ （半角英数字のみの場合 ３０７～ ４５９文字）

ッ

セ ２０２～ ２６８文字 １２円（１２．９６円）

︲ （半角英数字のみの場合 ４６０～ ６１２文字）

ジ

通 ２６９～ ３３５文字 １５円（ １６．２円）

信 （半角英数字のみの場合 ６１３～ ７６５文字）

料

３３６～ ４０２文字 １８円（１９．４４円）

（半角英数字のみの場合 ７６６～ ９１８文字）

４０３～ ４６９文字 ２１円（２２．６８円）

（半角英数字のみの場合 ９１９～１０７１文字）

４７０～ ５３６文字 ２４円（２５．９２円）

（半角英数字のみの場合１０７２～１２２４文字）

５３７～ ６０３文字 ２７円（２９．１６円）

（半角英数字のみの場合１２２５～１３７７文字）

６０４～ ６７０文字 ３０円（ ３２．４円）

（半角英数字のみの場合１３７８～１５３０文字）

２－４－２ 国際ショートメッセージ通信モードに係るもの ２－４－２ 国際ショートメッセージ通信モードに係るもの

送信１回ごとに 送信１回ごとに

料 金 種 別 料 金 額 料 金 種 別 料 金 額

１～ ７０文字 ５０円 Ｘ ｉ 国 際 シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 通 信 料 ５０ 円

Ｘ （半角英数字のみの場合１～ １６０文字）

ｉ

国 ７１～ １３４文字 １００円

際 （半角英数字のみの場合 １６１～ ３０６文字）

シ

ョ １３５～ ２０１文字 １５０円

︲ （半角英数字のみの場合 ３０７～ ４５９文字）

ト

メ ２０２～ ２６８文字 ２００円

ッ （半角英数字のみの場合 ４６０～ ６１２文字）

セ

︲ ２６９～ ３３５文字 ２５０円

ジ （半角英数字のみの場合 ６１３～ ７６５文字）

通

信 ３３６～ ４０２文字 ３００円

料 （半角英数字のみの場合 ７６６～ ９１８文字）

４０３～ ４６９文字 ３５０円

（半角英数字のみの場合 ９１９～１０７１文字）

４７０～ ５３６文字 ４００円
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（半角英数字のみの場合１０７２～１２２４文字）

５３７～ ６０３文字 ４５０円

（半角英数字のみの場合１２２５～１３７７文字）

６０４～ ６７０文字 ５００円

（半角英数字のみの場合１３７８～１５３０文字）

第４～第６ （略） 第４～第６ （略）

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

別表１～別表７ （略） 別表１～別表７ （略）

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 アメリカ合衆 南 アメリカ合衆

・ 国 ・ 国

北 北

ア ア

メ （略） （略） （略） （略） （略） メ （略） （略） （略） （略） （略）

リ リ

カ カ

地 地

方 方

Ｖｅｒｉｚｏｎ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ １１ － Ａ ○

●

Ⅰ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）
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ペル－共和国 ペル－共和国

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ ｄｅｌ Ｐｅｒｕ Ｓ． （略） （略） （略） （略） Ｔｅｌｅｏｎｉｃａ Ｍｏｖｉｌｅｓ Ｓ．Ａ． （略） （略） （略） （略）

Ａ．Ａ．

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ジ ジ

ア ア

地 地

方 方

ミャンマー連 （略） （略） （略） （略） （略） ミャンマー連 （略） （略） （略） （略） （略）

邦共和国 邦共和国

ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ ６ ー Ａ ○ ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ △６ ー △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

オ オ

セ セ

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ニ ニ

ア ア

地 地

方 方

クック諸島 Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ Ｌ １３ － Ａ ○ クック諸島 Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ Ｌ １３ － △Ａ ○

ｉｍｉｔｅｄ ｉｍｉｔｅｄ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方

ア ア

フ フ
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リ （略） （略） （略） （略） （略） （略） リ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

カ カ

地 地

方 方

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１２月３１日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１１月３０日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表９ （略） 別表９ （略）

附 則（平成２６年１０月２４日経企第１１２９号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２６年１１月１日から実施します。

ただし、この改正規定中、ショートメッセージ通信モードに関する部分は平成２６年１０月２９

日から、基本使用料に関する部分は平成２６年１１月１９日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第１２５１号（平成２６年１月１０日）の附則第４項第１号に次のオを追加します。

オ Ｘｉデータプラン等に係るＸｉ契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係るＸｉ

契約を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の

締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の（８） の２に規定するデータ定額パックの選択

又は料金表第１表第３の（８） の３に規定する共有代表回線とのデータ定額共有の選択が

あったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、そのＸｉ

データプラン等の基本使用料の支払いを要しません。

４ 経企第 ７０２号（平成２６年８月８日）の附則第４項第１号に次のオ及びカを追加します。

オ 旧プランＸｉ（タイプＸｉ及びタイプＸｉにねんに限ります。）に係るＸｉ契約の解除と

同時に新たに総合利用プランに係るＸｉ契約を締結（その契約者との最初の契約であると

当社が認める場合に限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、そ

の旧プランＸｉの基本使用料の支払いを要しません。

カ 旧プランＸｉ（タイプＸｉ及びタイプＸｉにねんを除きます。）に係るＸｉ契約の解除と

同時に新たにデータ専用プランに係るＸｉ契約を締結（その契約者との最初の契約である

と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

（８） の２に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の（８） の３に規定する

共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結

があった日を含む歴月について、その旧プランＸｉの基本使用料の支払いを要しません。
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（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２８ （略） １～２８ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー

ビスの料金を除きます。） ビスの料金を除きます。）

第１ 基本使用料 第１ 基本使用料

１ 適用 １ 適用

基 本 使 用 料 の 適 用 基 本 使 用 料 の 適 用

（１） ＦＯＭＡの基 ア～ノ （略） （１） ＦＯＭＡの基 ア～ノ （略）

本使用料の適用 ハ 第１種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同 本使用料の適用 ハ 第１種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同

時に新たに第２種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）を 時に新たに第２種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）を

締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限り 締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限り

ます。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合 ます。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、第１

利用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の 種契約の基本使用料の支払いを要しません。

契約であると当社が認める場合に限ります。）する場合は、その締結

があった日を含む歴月について、その第１種契約の基本使用料の支

払いを要しません。

ヒ 第１種契約（定額データプランスタンダード２又は定額データプ ヒ 第１種契約（データ専用プランに係るものに限ります。）の解除と

ラン１２８ ｋに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契 同時に新たに第２種契約（データ専用プランに係るものに限りま

約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者 す。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合

との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締 に限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月につい

結と同時に第３（通信料）の（７） の３に規定するデータ定額パック て、第１種契約の基本使用料の支払いを要しません。

の選択又は第３（通信料）の（７） の４に規定する共有代表回線との

データ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉ

サービス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るも

のに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が

認める場合であって、その契約の締結と同時にＸｉサービス契約約

款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結が

あった日を含む歴月について、その第１種契約の基本使用料の支払

いを要しません。

フ （略） フ （略）

（注１）～（注３）（略） （注１）～（注３）（略）
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（１） の２～（８） （略） （１） の２～（８） （略）

（略） （略）

２ （略） ２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

２ 料金額 ２ 料金額

２－１～２－３ （略） ２－１～２－３ （略）

２－４ ショートメッセージ通信モードに係るもの ２－４ ショートメッセージ通信モードに係るもの

２－４－１ ２－４－２以外のもの ２－４－１ ２－４－２以外のもの

送信１回ごとに 送信１回ごとに

料 金 額 料 金 額

料 金 種 別 料 金 種 別

次の税抜額（かっこ内は税込額） 次の税抜額（かっこ内は税込額）

１～ ７０文字 ３円（ ３．２４円） Ｆ Ｏ Ｍ Ａ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 通 信 料 ３円（ ３．２４円）

Ｆ （半角英数字のみの場合１～ １６０文字）

Ｏ

Ｍ ７１～ １３４文字 ６円（ ６．４８円）

Ａ （半角英数字のみの場合 １６１～ ３０６文字）

シ

ョ １３５～ ２０１文字 ９円（ ９．７２円）

︲ （半角英数字のみの場合 ３０７～ ４５９文字）

ト

メ ２０２～ ２６８文字 １２円（１２．９６円）

ッ （半角英数字のみの場合 ４６０～ ６１２文字）

セ

︲ ２６９～ ３３５文字 １５円（ １６．２円）

ジ （半角英数字のみの場合 ６１３～ ７６５文字）

通

信 ３３６～ ４０２文字 １８円（１９．４４円）

料 （半角英数字のみの場合 ７６６～ ９１８文字）

４０３～ ４６９文字 ２１円（２２．６８円）

（半角英数字のみの場合 ９１９～１０７１文字）

４７０～ ５３６文字 ２４円（２５．９２円）

（半角英数字のみの場合１０７２～１２２４文字）

５３７～ ６０３文字 ２７円（２９．１６円）

（半角英数字のみの場合１２２５～１３７７文字）

６０４～ ６７０文字 ３０円（ ３２．４円）

（半角英数字のみの場合１３７８～１５３０文字）
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２－４－２ 国際ショートメッセージ通信モードに係るもの ２－４－２ 国際ショートメッセージ通信モードに係るもの

送信１回ごとに 送信１回ごとに

料 金 種 別 料 金 額 料 金 種 別 料 金 額

１～ ７０文字 ５０円 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ 国 際 シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 通 信 料 ５０ 円

Ｆ （半角英数字のみの場合１～ １６０文字）

Ｏ

Ｍ ７１～ １３４文字 １００円

Ａ （半角英数字のみの場合 １６１～ ３０６文字）

国

際 １３５～ ２０１文字 １５０円

シ （半角英数字のみの場合 ３０７～ ４５９文字）

ョ

︲ ２０２～ ２６８文字 ２００円

ト （半角英数字のみの場合 ４６０～ ６１２文字）

メ

ッ ２６９～ ３３５文字 ２５０円

セ （半角英数字のみの場合 ６１３～ ７６５文字）

︲

ジ ３３６～ ４０２文字 ３００円

通 （半角英数字のみの場合 ７６６～ ９１８文字）

信

料 ４０３～ ４６９文字 ３５０円

（半角英数字のみの場合 ９１９～１０７１文字）

４７０～ ５３６文字 ４００円

（半角英数字のみの場合１０７２～１２２４文字）

５３７～ ６０３文字 ４５０円

（半角英数字のみの場合１２２５～１３７７文字）

６０４～ ６７０文字 ５００円

（半角英数字のみの場合１３７８～１５３０文字）

第４～第６ （略） 第４～第６ （略）

第２表～第７表 （略） 第２表～第７表 （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン
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グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 アメリカ合衆 南 アメリカ合衆

・ 国 ・ 国

北 北

ア ア

メ （略） （略） （略） （略） （略） メ （略） （略） （略） （略） （略）

リ リ

カ カ

地 地

方 方

Ｖｅｒｉｚｏｎ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ １１ － Ａ ○

●

Ⅰ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ペル－共和国 ペル－共和国

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ ｄｅｌ Ｐｅｒｕ Ｓ． （略） （略） （略） （略） Ｔｅｌｅｏｎｉｃａ Ｍｏｖｉｌｅｓ Ｓ．Ａ． （略） （略） （略） （略）

Ａ．Ａ．

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ジ ジ

ア ア

地 地

方 方

ミャンマー連 （略） （略） （略） （略） （略） ミャンマー連 （略） （略） （略） （略） （略）

邦共和国 邦共和国

ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ ６ ー Ａ ○ ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ △６ ー △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）
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オ オ

セ セ

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ニ ニ

ア ア

地 地

方 方

クック諸島 Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ Ｌ １３ － Ａ ○ クック諸島 Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ Ｌ １３ － △Ａ ○

ｉｍｉｔｅｄ ｉｍｉｔｅｄ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方

ア ア

フ フ

リ （略） （略） （略） （略） （略） （略） リ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

カ カ

地 地

方 方

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１２月３１日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１１月３０日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表１０ （略） 別表１０ （略）

附 則（平成２６年１０月２４日経企第１１２９号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２６年１１月１日から実施します。

ただし、この改正規定中、ショートメッセージ通信モードに関する部分は平成２６年１０月２９

日から、基本使用料に関する部分は平成２６年１１月１９日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）
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３ 経企第 ８４８号（平成１７年１０月２５日）の附則第３項第１号に次のウを追加します。

ウ 旧プランＦＯＭＡに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用プラ

ンに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合

に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プランに係

るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限り

ます。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、その旧プランＦＯＭＡの基

本使用料の支払いを要しません。

４ 経企第１２００号（平成２２年２月２２日）の附則第３項第１号に次のウを追加します。

ウ ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用プ

ランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場

合に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プランに

係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限

ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、そのファミリーワイド等

の基本使用料の支払いを要しません。

５ 経企第 ２９４号（平成２１年６月２４日）の附則第５項第１号に次のカを追加します。

カ 定額データプランＨＩＧＨ－ＳＰＥＥＤに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると

当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の（７）

の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の（７） の４に規定する共有

代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサービス

契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契

約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時にＸｉ

サービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ定額共

有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月につい

て、定額データプランＨＩＧＨ－ＳＰＥＥＤの基本使用料の支払いを要しません。

６ 経企第１２５１号（平成２６年１月１０日）の附則を次のように改めます。

（１） 第５項第１号に次のオを追加します。

オ 定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約である

と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

（７） の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の（７） の４に規定す

る共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉ

サービス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締

結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と

同時にＸｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線との

データ定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含

む歴月について、定額データプランスタンダードの基本使用料の支払いを要しません。

（２） 第６項第１号に次のクを追加します。

ク 定額データプランフラットに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約である

と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

（７） の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の（７） の４に規定す

る共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉ

サービス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締

結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と

同時にＸｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線との

データ定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含

む歴月について、定額データプランフラットの基本使用料の支払いを要しません。

－６－



（掲示）

個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （ 略）

（期限の利益喪失） （期限の利益喪失）

第１１条 購入者は、次のいずれかに該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限 第１１条 購入者は、次のいずれかに該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限

の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

（１） ～（５） （略） （１） ～（５） （略）

２ 購入者は、次のいずれかに該当したときは、当社（第１６条の規定により債権譲渡を行った ２ 購入者は、次のいずれかに該当したときは、当社（第１６条の規定により債権譲渡を行っ

場合には、譲渡先となるその第三者）の請求により本契約に基づく債務について期限の利益 た場合には、譲渡先となるその第三者）の請求により本契約に基づく債務について期限の利

を失い、直ちに債務を履行するものとします。 益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

（１） ～（３） （略） （１） ～（３） （略）

（４） 購入者が第１９条（反社会的勢力の排除）第１項各号のいずれかに該当すること若しくは

第１９条第２項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第１９条第１項

若しくは第１９条第２項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に

規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契

約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認めると

き。

（５） （略） （４） （略）

（契約の解除）

第１１条の２ 当社は、購入者が次のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することがで

きるものとします。

（１） 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。

（２） 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。

（３） 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたと

き又は自らこれらの申立てをしたとき。

（４） 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。

２ 購入者は、前項の適用により、購入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当

該損害等の賠償を請求しないものとします。

第１２条～第１８条 （略） 第１２条～第１８条 （略）

（反社会的勢力の排除） （反社会的勢力の排除）

第１９条 購入者は、購入者が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来に 第１９条 購入者は、購入者が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来に

わたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 わたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

（１） ～（３） （略） （１） ～（３） （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 当社は、購入者が第１項各号のいずれかに該当すること若しくは第２項各号のいずれかに ４ 当社は、購入者が第１項各号のいずれかに該当すること若しくは第２項各号のいずれかに

該当する行為を行ったことが判明した場合、第１項若しくは第２項の規定に関して虚偽の申 該当する行為を行ったことが判明した場合、第１項若しくは第２項の規定に関して虚偽の申

告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等におい 告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等におい

て虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することが不適切であると当社が て虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続するこ

認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことができるものとします。 とが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を

解除することができるものとします。

５ 購入者は、前項の規定により本契約が解除されたときは、当然に本契約に基づく債務につ

いて期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

５ （略） ６ （略）

－１－
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